
落雪防止支援  

高齢者などの居住宅における冬期間の屋根などからの落雪事故防止や災害時などの緊急時に玄関とベランダの 2 方向避難口を

確保すること目的とした除雪支援を実施しています。支援対象者については、災害弱者除雪対策会議で協議・決定します。また、状況

によっては、生活除雪に対する除雪支援も必要であることから、消防団や自治会町内会及び関係機関と情報の共有を図り、連携した

除雪支援体制を構築しています。除雪の頻度はたくさん雪が降った場合はその都度対象者宅を巡回し除雪を実施しますが、降雪の 

少ない日が続いた場合も定期的に巡回し、対象者宅に声を掛けることにより、対象者に「見守られている安心感」を感じて貰える様に

心掛けています。 

 


